
や
「
侍」

は、

現
代
日
本
で
時
に
親
し
み
を
持
っ
て

紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が、

い
ざ
歴
史
的
に
検
討
し
よ
う
と
し
た

と
き
に、

研
究
者
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
の
が、
「
武
士
道」

の
取

り
上
げ
方、

及
び
そ
の
定
義
で
あ
る。

そ
も
そ
も
「
武
士
道」

は
教

訓
書
だ
け
で
な
く、

随
筆
・

日
記
等
か
ら
も
見
出
せ
る、

多
様
な
意

味
合
い
を
持
つ
倫
理
で
あ
っ
た。

思
想
家
な
り
文
学
者
な
り
が
各
々

の
立
場
で
「
武
士」

の
教
訓
が
解
釈
し
た
結
果、

そ
れ
だ
け
数
多
く

の
武
士
倫
理
が
も
た
ら
さ
れ
る
た
め、

イ
メ
ー
ジ
が
で
き
る
に
し
て

も、

歴
史
的
検
討
の
壁
は
想
像
以
上
に
高
く
な
る。

一

方
思
想
史
の
領
域
に
て
武
士
道
論
を
検
討
す
る
際、

取
り
扱
う

著
作
は
実
に
シ
ン
プ
ル
で
あ
っ
た。

日
本
思
想
史
研
究
上、

近
世
武

士
道
論
は
戦
国
的
威
風
を
残
し
た
「
武
士
道」

と、

道
徳
的
指
導
者

」

の
二
潮
流
の
存
在
が
提
示
さ

そ
し

『
山

は

じ

め

に

中

近
世
武
士
道
論
の
系
譜

山
鹿
素
行
『
武
教
全
書』

を
手
が
か
り
に

嶋

「
儒
教
的」

巻
二

を
置
く
形
で
検
討
さ
れ

し

か
し
数
多
く
の

が
混
在
し
て
い
る
現
状
を
ふ
ま
え
る
と、

武
士
道
論
は
二
元
論
で
説
明
で
き
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
く、

よ
り
多

角
的
な
視
点
に
立
っ
た
検
討
が
必
要
で
あ
る。

か
か
る
背
景
の
中、

近
年
は
教
訓
書
に
縛
ら
れ
な
い
視
線
の
も
と

で、
武
士
道
論
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る。

笠
谷
和
比
古
氏
は
『
可

笑
記』

な
ど
の
随
筆
に
表
れ
る
武
士
道
論
を
取
り
上
げ、

当
時
の
文

脈
に
即
し
た
武
士
教
訓
の
理
解
に
つ
と
め
て
い
る。

ま
た、

井
上
泰

至
氏
は
井
原
西
鶴
の
『
武
家
義
理
物
語』

が
実
質
的
な
戦
の
な
か
っ

た
一

七
世
紀
半
ば
当
時、

実
行
不
可
能
な
仇
討
ち
・

殉
死
を
シ
ニ
カ

ル
に
描
き
つ
つ、

古
き
良
き
「
武
道」

の
称
揚
を
も
た
ら
し
て
い
た

(

3
)
 

点
を
主
張
し
た。

様
々
な
史
料
か
ら
武
士
教
訓
を
取
り
出
し、

的
に
検
討
す
る
作
業
は、

武
士
道
論
を
g

(

4
)
 

べ
き
課
題
で
は
あ
る
こ
と
は
違
い
な
い。

介



定
さ
れ
た
山
鹿
素
行
（
一

六
二
二
＼
八
五）

の
士
道
論
を
よ
り
多
角

的
に
再
考
す
べ
く、

別
の
教
訓
書
を
取
り
上
げ、

そ
の
系
譜
を
追
う

作
業
も
有
効
な
手
段
と
な
り
得
る
だ
ろ
う。

本
稿
で
は
素
行
の
兵
学

書
『
武
教
全
書』

を
取
り
上
げ、
「
武
士
道」

の
位
置
づ
け
を
検
討

し
た
い
。

山
鹿
素
行
に
よ
る
士
道
論
検
討
は、

か
つ
て
『
山
鹿
語
類
』

巻

二
―

（
士
道
篇）

を
軸
に
行
わ
れ
て
き
た。

し
か
し
そ
れ
は
政
治
的

主
体
性
の
備
わ
る
士
大
夫
層
に
向
け
た
教
訓
に
過
ぎ
ず、

口
述
書
な

ど
を
見
渡
す
と、

素
行
は
士
大
夫
層
よ
り
下
位
の
「
武
士
」

へ
の
教

(

5
)
 

訓
も
用
意
し
て
お
り、

容
易
に
「
儒
教
的」

と
規
定
で
き
る
わ
け
で

は
な
い
。

例
え
ば
『
武
教
全
書』
・
『
武
教
三
等
録』

な
ど
の
兵
学
書

を
み
る
と、

そ
こ
に
は
平
時
な
ら
ぬ
戦
場
で
の
士
大
夫・
大
将
の
他、

兵
卒
へ
の
統
制
等、
近
世
武
士
道
論
を
検
討
す
る
材
料
に
事
欠
か
ず、

こ
の
中
か
ら
武
士
教
訓
で
抽
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る。
特
に
『
武

教
全
書』
は
幾
度
と
な
く
山
鹿
流
兵
学
の
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ、

晩
年
ま
で
も
手
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た。

そ
れ
自
体
は
知
ら
れ

て
い
た
が、

内
容
や
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
さ
し
て
考
察
さ
れ
ず、

(

6
)
 

近
年
は
前
田
勉
氏
の
研
究
を
数
え
る
に
と
ど
ま
る。

そ
の
背
景
に
は

『
武
教
全
書』

の
位
置
づ
け
が
不
明
瞭
で
あ
り、

か
つ
『
武
教
全
書』

の
大
部
分
が
項
目
に
と
ど
ま
る
た
め、

教
訓
の
内
実
が
わ
か
り
に
く

い
点
に
あ
る
だ
ろ
う。

こ
れ
ら
の
課
題
を
克
服
す
べ
く、

本
稿
で
は

素
行
自
著
の
『
家
譜
年
譜』

な
ど
を
ふ
ま
え
る
こ
と
で、

素
行
に
よ

る
講
義
の
傾
向
と
思
想
展
開
と
の
関
わ
り、
さ
ら
に
は
『
武
教
全
書』

の
位
置
づ
け
を
み
る。

中
で
も
取
り
上
げ
た
い
の
が
素
行
に
よ
る
「
武
士
道」

解
釈
で
あ

る。

素
行
の
武
士
教
訓
は、
元
来
「
儒
教
的」

と
い
わ
れ
る
「
士
道」

の
側
面
を
中
心
に
検
討
さ
れ
て
き
た
が、

い
ざ
他
の
著
作
を
見
渡
す

と
「
武
士
道」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
も
『
武
教
全
書』

を
含
め

存
在
す
る。

た
だ
し、

素
行
は
件
の
「
武
士
道」

に
対
し
紙
面
を
割

い
て
解
説
せ
ず、

そ
の
内
実
が
素
行
自
身
の
著
作
の
み
で
検
討
で
き

る
わ
け
で
は
な
い
。

素
行
の
死
後、
『
武
教
全
書』

は
各
地
に
お
い

て
数
多
く
の
注
釈
書
が
著
さ
れ
た
が、

こ
れ
ら
の
注
釈
書
か
ら
「
武

士
道」

を
検
討
す
る
作
業
は、

山
鹿
流
兵
学
上
で
説
か
れ
た
「
武
士

道」

の
系
譜
を
み
る
上
で
有
意
義
だ
ろ
う。

現
時
点
に
お
い
て
『
武

教
全
書』

の
全
容
や
数
十
種
に
も
の
ぼ
る
注
釈
書
を
精
査
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
が、

本
稿
で
は
山
鹿
流
兵
学
の
教
科
書
と
な
っ
た
『
武

教
全
書』

の
位
置
づ
け
と
と
も
に、

素
行
に
よ
る
「
武
士
道」

を
考

察
す
る
こ
と
で、
「
武
士
道」

の
用
語
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も

の
で
あ
っ
た
の
か、

そ
の
解
釈
の
一

系
譜
を
提
示
す
る。

一
、

山
鹿
素
行
と
『
武
教
全
書』

講
義

『
武
教
全
書』
（
明
暦
二
〔
一

六
五
六〕
年
序
文、
万
治
元
〔
一

六
五
八〕

年
清
書）

は
上
下
巻
八
冊
本、

全
三
九
項
目
（
『
武
教
小
学』

を
除

く）

を
数
え、

自
筆
本
は
現
存
し
な
い
。

素
行
が
著
し
た
兵
学
書
は



数
多
い
が、

特
筆
す
べ
き
は、

は
じ
め
に
も
指
摘
し
た
『
武
教
全
書』

へ
の
視
線
で
あ
る。

素
行
は
若
年
の
頃
よ
り
多
く
の
弟
子
相
手
に
講

義
を
盛
ん
に
行
っ
た
が、

中
で
も
『

武
教
全
書』

は
素
行
の
み
な
ら

ず、

弟
子
筋
に
も
重
視
さ
れ
て
い
た。

我
々
は
そ
の
講
義
記
録
を
自

筆
本
『
家
譜
年
譜』
（
『
山
鹿
素
行
全
集

思
想
篇』
〔
岩
波
書
店、

(

7
)
 

一

九
四
一
。

以
降
『
全
集』

と
表
記〕

一

五
巻
所
収）
・
『
配
所
残
筆』

（
延
宝
三
〔
一

六
七
五〕

年）

な
ど
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る。
『

家

譜
年
譜』
・
『
配
所
残
筆』

上
の
記
録
は
回
想
を
含
む
た
め
（
後
述）、

正
確
な
講
義
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が、

素
行

(

8
)
 

が
強
く
意
識
し
た
自
•

他
著
の
傾
向
は
明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う。

【
表
一
】

は
素
行
（
も
し
く
は
子
の
高
基
）

に
よ
る
講
釈
記
録、

【
表
二
】

は
講
義
に
用
い
ら
れ
た
著
作
の
回
数
を
示
し
た
も
の
で
あ

(

9
)
 
る。

講
義
回
数
を
み
る
と
『
武
教
全
書』

と
と
も
に、

日
用
道
徳
の

実
践
を
主
張
し
た
『
聖
教
要
録』
（
寛
文
五
〔
一

六
六
五〕

年
成

立）

が
抜
き
ん
で
て
お
り、

次
い
で
四
書
五
経
等
の
経
典
講
義
を
積

極
的
に
行
っ
て
い
た
点
が
わ
か
る。

年
譜
に
よ
れ
ば
『
武
教
全
書』

は
成
立
後、

何
度
も
用
い
ら
れ
る
一

方、
『

聖
教
要
録』

は
天
和
三

(

10
)
 

〔
一

六
八
三〕

年
よ
り
表
れ、

そ
の
講
義
は
晩
年
に
集
中
す
る。

『

武
教
全
書』
・
『

聖
教
要
録』

が
拮
抗
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え

る
が、

前
者
は
兵
学
書
で
あ
る
一

方、
『

聖
教
要
録』

は
日
用
道
徳

を
実
践
す
る
上
で
の
「
聖
学」

を
提
示
し
た
書
で
あ
っ
て、

両
書
の

傾
向
は
か
な
り
異
な
る。

そ
の
た
め
素
行
は
平
時
の
聖
学
・

戦
時
の

兵
学
と
講
義
に
よ
っ
て
用
い
る
教
科
書
を
変
え
た
可
能
性
も
あ
り、

二
書
の
間
に
は
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い。

聖

学
の
分
析
は
他
日
に
期
す
と
し
て、
『

家
譜
年
譜』

に
お
け
る
兵
学

書
の
講
義
録
を
み
る
と、

あ
る
傾
向
に
気
づ
か
さ
れ
る。

素
行
が
著
し
た
兵
学
関
連
の
書
は
『

武
教
全
書』

の
ほ
か
『

兵
法

神
武
雄
備
集』
（
寛
永
一

九
〔
一

六
四
二〕

年
成
立）
・
『
武
教
三
等
録』

（
明
暦
三
〔
一

六
五
七〕

年）
・
『

武
教
余
談』
（
延
宝
二
〔
一

六
七
四〕

年
成
立）

等
あ
げ
ら
れ
る
が、

年
譜
の
中
に
こ
れ
ら
の
書
が
講
義
に

用
い
ら
れ
た
形
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。

こ
の
う
ち
『

武
教
三
等
録』

は
『

武
教
全
書』

の
一

部
抜
き
取
り
も
見
ら
れ、
『

全
集』

の
編
纂

者
廣
瀬
豊
は
未
定
稿
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る。

ま
た、
『

武
教

余
談』
は
兵
器
を
中
心
と
し
た
解
説
書
の
体
裁
を
と
り、
『
武
教
全
書』

の
よ
う
に
戦
術
一

般
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
い。

し
か
し、

素
行
が

若
年
の
頃
に
著
し
た
『

兵
法
神
武
雄
備
集』

は
全
五
0
巻
と、
『

武

教
全
書』

全
八
巻
と
比
べ
か
な
り
大
部
の
兵
学
書
で
あ
り、

項
目
を

見
渡
し
て
も
『
武
教
全
書』

の
そ
れ
と
共
通
項
が
多
い。

に
も
か
か

わ
ら
ず
『

兵
法
神
武
雄
備
集』

は
年
譜
内
に
は
全
く
見
当
た
ら
な
い

上
に、

他
の
兵
学
関
連
書
を
見
渡
し
て
も
『

武
教
本
論』
（
明
暦
二

〔
一

六
五
六〕

年）
・
『

武
教
要
録』
（
前
同）

が
数
回
記
録
に
残
さ
れ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い。

年
譜
に
「
兵
法
を
談
ず」

と
い
う
記
載
も
多

数
残
さ
れ
て
い
る
以
上、
『
兵
法
神
武
雄
備
集』

等
の
書
が
用
い
ら



回

（表
1
】

山
鹿

素
行

（
も

し
く

は
高

基
）

の
講

釈
・

議
論

履
歴

（
「

家
譜

年
譜
j

〔
「
全
集
』

1
5
巻
所
収
〕
よ
り
作
成
）

年
月

・
日

書
物

名
事

柄
出

典
・

備
考

等

寛
永(1

12 
1
月

三
体

絶
句

三
体
絶
句
を
講
ず
。

別
名
『
三
体
詩
集
』
。
南
宋
の
周
弼
編
。

6
3
5
)
年

寛
永(1

13 
無

記
載

｝
大
学

は
じ
め
て
大
学
を
講
ず
。

『
配
所
残
筆
』

6
3
6
)
年

寛
永(1

17 
無

記
載

吟PIHi圭•五口
備

中
浅

尾
城

主
蒔

田
広

定
の

求
め

に
よ

り
、

論
語

を
講

義
。

寛成立永
15

年
に
論
語
諺
解
、

1講6
義年かに。

孟
子

諺
解

が
6
4
0
)
年

無
記

載
孟

子
綱

吉
の

付
家

老
、

黒
田

源
右

衛
門

（
信

濃
守

）
の

要
請

に
よ

り
、

孟
子

を
講

義
。

し
た

の
で

、
こ

れ
ら

の

正
保(16245)

年
11

月
左

伝
幕

府
旗

本
、

荒
尾

久
成

の
求

め
に

よ
り

、
左

伝
の

講
義

を
行

う
。

正
保 (16346)

年

無
記

載
荘

子
陸

奥
一

本
松

城
主

丹
羽

光
重

の
求

め
よ

り
、

荘
子

を
講

ず
。

『
配
所
残
筆
』

無
記

載
老

子
を当行時、う老。

荘
の

学
を

好
み

、
幕

臣
で

書
院

番
組

の
荒

尾
久

成
・

幕
臣

揖
斐

政
綱

に
講

読
『
配
所
残
筆
』

慶
安 (1
元6
4
8
)
年

4
月

修
身

受
用

抄
友

人
の

求
め

に
よ

り
修

身
受

用
抄

を
述

べ
る

。
修

身
受

用
抄

は
同

年
成

立
。

慶
安

3
1

0
• 19 

荘
子

丹
羽

光
重

の
邸

宅
に

て
荘

子
斉

物
論

を
講

ず
。

(1650)
年

慶
安(1645

 I)
年

1
1

• 14 
李

衛
公

問
対

小
幡

景
憲

が
来

臨
、

問
対

に
つ

い
て

問
う

。

1
1
・
2
2
 
荘

子
ニ

河
中

島
城

主
板

倉
重

矩
邸

宅
に

て
荘

子
斉

物
論

を
講

ず
。

承
応(1
元6
5
2
)
年

3
• 15 

孫
子

岩
城
氏
宅
で
孫
子
を
講
義
。

寛
文 (1

元6
6
1
)
年

8
•9

 
孫

子
土

浦
藩

主
土

屋
数

直
邸

宅
に

て
、

孫
子

虚
実

・
軍

形
を

講
ず

。
「
年
譜
資
料
」
に
も
あ
り

8
• 3

0
 

出
師

表
孔
明
の
出
師
表
を
講
ず
。

←
 

6
• 1

0
 

ニ
略

旗
本

町
野

幸
宣

の
邸

宅
で

二
略

を
講

ず
。

「
年
譜
資
料
」
に
も
あ
り

寛
文(1

2
 

原「年藩譜第資
3料
代
」
藩
に
主
も
、
あ
武
り
蔵
。
岩
戸
槻
田
藩
忠
主
昌
等
は
を
三
歴
河
任
田
。

6
6
2
)
年

1
0

• 1
 

武
教

全
書

戸
田

忠
昌

の
邸

宅
で

武
教

全
書

を
講

ず
。

寺
社

奉
行

、
京

都
所

司
代

の
後

、
老

中
。

l•
 2
7
 

呉
子

林
氏

来
訪

、
呉

子
に

つ
い

て
問

わ
れ

る
。

「
年

譜
資

料
」

よ
り

。
年

譜
に

は
「

廿
七

日
、

林

寛
文

3
禰
＝
郎
来
る
」
と
あ
り
。

(1663)
年

3
• 2

3
 

孫
子

旗
本

町
野

幸
重

（
幸

宣
の

子
）

来
訪

、
孫

子
を

講
ず

。
壼「年州譜の資子料〉

」
よ
り
。
年
譜
に
は
「
町
野
氏
く
左
門
、

来
る
」

寛
文(1

6
 

5
・
6
 

中
庸

町
野

幸
宣

の
邸

宅
で

中
庸

を
講

ず
。

「
年
譜
資
料
」
に
も
あ
り

6
6
6
)
年

延
宝

6
5
・
2
8
 

武
教

全
書

「
貴
田
元
辰
自
筆
の
全
書
の
跛
を
書
く
」
（
マ
マ
）

「
全

書
」

は
『

武
教

全
書

』
を

指
す

。
貴

田
冗

辰
(1678)

年
は
摂
津
尼
崎
城
主
。

延
宝(16779)

年
8

• 21 
原

源
発

機
津

軽
候

の
前

で
原

源
発

機
を

談
ず

。
津

軽
候

は
弘

前
藩

主
津

軽
信

政
。



年
月
・
日

書
物

名
事

柄
出

典
・

備
考

等

I• 7
 

武
教

全
書

萬
介

（
山

鹿
晶

基
）

に
兵

法
序

段
を

講
ず

。
萬

介
は

初
め

て
武

教
全

書
の

講
義

を
聞

く
。

4
• 2

9
 

三
重

伝
圭
田
宇
右
衛
門
に
秘
伝
の
三
重
伝
を
伝
え
る
。

圭
田
宇
右
衛
門
は
、
旗
本
本
多
忠
昌
の
家
臣
。

延
宝

8
1
0
・
2
 

武
教

要
録

河
内

山
・

三
木

が
来

話
し

、
『

武
教

要
録

』
上

の
敵

情
視

察
・

兵
力

の
計

量
に

つ
い

て
論
じ
る
。

(
1
6
8
0
)
年

1
0
・
1
7
 
武

教
全

書
武

蔵
岩

槻
藩

主
小

笠
原

長
童

が
来

会
、

武
教

全
書

第
二

に
つ

い
て

問
わ

れ
る

。

1
0
・
2
4
 
武

教
全

書
萬
介
、
武
教
全
書
の
序
段
を
講
ず
。

1
1
・
2
 

武
教

全
書

小
笠
原
長
重
来
話
、
武
教
全
書
の
行
列
営
法
を
談
ず
。

延
宝

9
1
・
9
 

武
教

全
讃

萬
介
、
武
教
全
書
を
講
ず
。

(
1
6
8
1
)
年

8
・
2
4
 

武
教

全
書

勘
定

頭
曽

根
長

賢
来

話
。

攻
城

篇
に

つ
い

て
問

わ
れ

る
。

1
• 11 

武
教

全
書

山
鹿
藤
介
（
裔
基
）
、
武
教
全
書
序
段
を
読
み
始
め
る
。

2
・
1
6
 

武
教

全
書

五
代
藩
主
平
戸
藩
主
松
浦
棟
、
武
教
全
書
を
問
う
。

1
1
・
1
3
 
大

学
大
学
第
九
章
を
講
ず
。

天
和

2
1

1
• 15 

大
学

大
学
の
講
義
を
終
え
る
。

(
1
6
8
2
)
年

1
1

• 17 
吟

躙
至

n
ロ

論
語
を
講
ず
。

1
1

• 2
2
 
大

学
戸

田
忠

昌
の

邸
宅

で
大

学
の

天
下

国
家

治
平

の
義

に
つ

い
て

談
ず

。
「
年
譜
資
料
」
に
も
あ
り

1
2

• 2
 

辛
暉

室
n
ロ

夜
に
八
俯
篇
を
講
ず
。

1
2
・
4
 

云•Ill!ムき
ロ
五口

夜
に
論
語
を
講
ず
。

2
・
2
7
 

武
教

全
書

堀
七
郎
左
衛
門
が
来
訪
。
藤
介
•
新
八
（
磯
谷
十
介
の
弟
）
を
宛
先
に
武
教
全
書
の
誓

堀
七
郎
左
衛
門
に
つ
い
て
は
未
詳
。

紙
を
書
く
。

3
・
6
 

ヨ廿""
吾"

 ロ
論
語
憲
問
篇
を
講
ず
。

「
年
譜
資
料
」
に
も
あ
り

1
2
・
1
3
 
聖

教
要

録
松

浦
家

の
家

人
、

熊
澤

作
右

衛
門

宅
で

聖
教

要
録

を
談

ず
。

熊
澤
作
右
衛
門
は
、
松
浦
重
信
の
娘
婿
。

天
和

3
1
2
・
2
2
 
武

教
全

書
四
代
平
戸
藩
主
松
浦
菫
信
、
武
教
全
書
を
問
う
。

(
1
6
8
3
)
年

1
2
・
2
2
 
聖

教
要

録
夕
刻
、
熊
澤
作
右
衛
門
ら
が
来
て
、
聖
教
要
録
を
談
ず
。

1
2

• 2
5
 
聖

教
要

録
熊

澤
邸

で
、

聖
教

要
録

を
談

ず
。

松
浦

父
子

、
浅

野
大

学
、

藤
介

同
伴

。
会

の
終

わ
り

浅
野
大
学
は
長
廣
を
指
す
か
。

に
大
村
家
臣
の
浅
田
帯
刀
も
来
訪
。

1
2
・
2
8
 
聖

教
要

録
聖
人
の
章
を
講
ず
。

天
和

4
I
・
5
 

聖
教

要
録

松
浦
棟
在
席
の
も
と
、
聖
教
要
録
を
談
ず
。

(
1
6
8
4
)
年

I
・
7
 

聖
教

要
録

大
学
宅
に
て
聖
教
要
録
道
統
章
の
講
義
あ
り
。

1
・
9
 

聖
教

要
録

聖
教
要
録
序
を
談
ず
。

天
和

4
I
・
1
0
 

聖
教

要
録

松
浦
父
子
、
来
訪
。
聖
教
要
録
の
聖
学
を
談
ず
。

(
1
6
8
4
)
年

I
・
1
2
 

中
庸

中
庸
を
講
ず
。

I
・
1
4
 

中
庸

中
庸
第
一
章
を
講
ず
。

H 



K
 

年
月
・
日

書
物

名
事

柄
出
典
・
備
考
等

1
• 18 

聖
教

要
録

津
軽

太
守

、
松

浦
棟

、
松

浦
昌

を
も

て
な

す
。

素
行

と
藤

介
、

熊
澤

作
右

衛
門

、
弟

兵
松
浦
昌
は
重
信
の
次
男
。

馬
も
同
伴
の
も
と
、
聖
教
要
録
を
談
ず
。

1
・
2
2
 

武
教

全
書

松
浦
棟
が
来
訪
、
武
教
全
書
を
講
ず
。

1
• 2

7
 

聖
教

要
録

か
松
浦
邸
に
て
聖
教
を
談
ず
。

2
• 2

 
尚
書

尚
書
の
序
を
講
ず
。

2
・
4
 

武
教

全
書

小
笠
原
長
菫
邸
で
武
教
全
書
序
を
講
ず
。
大
学
も
同
席
。

2
・
7
 

詩
経

夕
刻
、
初
め
て
詩
経
の
序
及
び
周
南
篇
を
講
ず
。

天
和

4
2
・
1
0
 

詩
経

夕
刻
、
周
南
篇
の
講
義
を
終
え
る
。

(1684)
年

「
年

譜
資

料
」

よ
り

。
年

譜
に

は
「

木
村

杢
助

宅

2
• 16 

武
教

全
書

午
後
、
木
澤
孫
村
丹
兵
衛
安
来
宅
会に

て
武

教
全

書
を

講
ず

。
弘

前
藩

士
唐

牛
甚

右
衛

門
・

貴
田

孫
大

に
到

る
〈

津
軽

大
学

家
人

〉
。

貴
田

孫
大

夫
・

戸
夫

・
戸

。
澤
等
席
末
に
在
り
。
」
と
あ
り
。

戸
澤
孫
兵
衛
は
、
弘
前
藩
士
の
戸
沢
弥
五
兵
衛
か
。

2
• 17 

聖
教

要
録

熊
澤
を
作
講
右
ず
衛
。
門

、
右

衛
門

八
、

水
野

宇
兵

衛
、

大
河

内
彦

七
、

熊
谷

雲
八

ら
が

来
訪

、
聖

教
い
ず
れ
も
松
浦
の
家
人
。
「
年
譜
資
料
」
に
も
あ
り

2
・
2
2
 

聖
教

要
録

津
軽
信
政
宅
に
て
聖
教
要
録
の
鬼
神
・
五
行
・
陰
陽
そ
の
他
の
章
を
講
ず
。

2
・
2
4
 

大
学

旗
本
稲
垣
頂
氏
、
来
話
。
大
学
の
三
綱
領
に
ま
で
及
ぶ
。

「
年
譜
資
料
」
に
も
あ
り

2
・
2
4
 

書
経

夜
、
書
経
尭
典
の
講
を
終
え
る
。

4
・
2
 

兵
法

雄
鑑

藤
介
、
こ
の
日
よ
り

6
日
間
津
軽
平
蔵
主
宅
に
て
兵
法
雄
鑑
（
北
条
氏
長
著
）
を
講
ず
。

4
• 18 

春
秋

朱
雀
頼
母
、
藤
堂
和
泉
守
家
人
の
慎
川
求
馬
来
訪
。
隠
公
四
年
五
年
を
講
ず
。

7
• 11 

春
秋

春
秋
を
講
ず
。

貞
享

元
9

• 2
3
 

春
秋

春
秋
債
二
十
三
年
を
講
ず
。

(1684)
年

9
• 2

5
 

春
秋

夜
春
秋
を
講
ず
。

1
0

• 2
5
 

春
秋

文
公
末
年
を
講
ず
。

1
2

• 12 
武

教
全

書
浅
野
長
直
邸
宅
に
て
藤
介
、
城
築
の
講
義
を
す
る
。
武
教
全
書
の
城
築
篇
か
。

1
・
2
2
 

易
経

周
易

の
序

（
本

義
・

伝
）

を
講

ず
。

藤
介

・
素

行
の

家
僕

芦
田

清
介

・
津

軽
岩

之
介

・
備
後
浅
野
家
の
家
人
貞
之
進
在
席
。

「
年
譜
資
料
」
に
も
あ
り

貞
享

2
2

• 2
 

易
経

周
易
乾
卦
を
講
ず
。

(1685)
年

2
• 14 

武
教

本
論

菅
沼
定
実
来
話
。
武
教
本
論
の
兵
談
を
行
う
。

定
実
は
幕
府
の
寄
合
衆
。

3
・
1
3
 

武
教

本
論

菅
沼
定
実
来
話
く
本
論
〉
（
マ
マ
）

※
「
献
上
」
等
の
賃
借
・
譲
渡
に
つ
い
て
は
講
義
と
み
な
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
書
名
が
確
定
で
き
な
い
記
録
は
省
略
し
た
。



れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い

が、

年
譜
内
で
反
映
さ
れ

な
い

背
景
に
は、
『
家
譜

年
譜』

の
成
立
時
期
と
内

容
に
大
き
く
関
わ
る。

素
行
の
『
家
譜
年
譜
』

は
山
鹿
家
の
先
祖
略
伝
と

自
身
の

履
歴
（

元

和
八

〔
一

六
ニ
ニ〕

年
八
月
の
出

生
＼
貞
享
二
〔
一

六
八
五〕

年
五
月）

が
記
さ
れ
て
い

る。

幼
少
・

若
年
期
を
含

め
た
延
宝
二
（
一

六
七
四）

年
ま
で
は、

楷
書
体
で
年

毎、

月
毎
の
記
述
も
目
立

つ
が、

そ
れ
以
降
は
日
記
の
様
相
を
な
し、

日
々
の
記
録
が
事
細
か

に
述
べ
ら
れ
て
い
る。
素
行
が
い
つ
か
ら
年
譜
を
書
き
始
め
た
の
か、

そ
の
成
立
年
代
は
確
定
で
き
な
い
が、

寛
永
期
に
お
け
る
『
家
譜
年

譜』

の
記
述
に
は
以
下
の
よ
う
な
文
言
が
あ
る。

大
学
中
庸
諺
解
〈
初
名、

款
啓
集
〉

成、

丁
酉
の
災
に
罹
り、

草
稿
も
亦
た
亡
ぶ、

唯
だ
中
庸
の
草、

少
し
く
存
す

（
『
家
譜
年
譜』、

寛
永
一

四
〔
一

六
三
七〕

年、

【表2】素行の講義回数

書 名 ！回 書 名 i回 書 名 回

武教全書 ! 16 詩経 ! 2 三略 1 

聖教要録 i 12 武教本論 i 2 呉子 1 

辛面ffi!
圭ロ五口 : 5 三体絶句 \ 1 原源発機 1 

大学 5 孟子 i 1 三重伝 1 

春秋 5 左伝 j 1 武教要録 1 

孫子 3 老子 j 1 尚書 1 

荘子 3 修身受用抄 : 1 書経 1 

中庸 3 李衛公問対 1 1 兵法雄鑑 1 

易経 2 出師表 1 1 

七

『
全
集』
一

五
巻、

一

七
頁）

冬、

論
語
諺
解
成
る、

丁
酉
の
災
に
罹
る、

残
篇
五
冊
有
り

〈
為
政
・

里
仁
・

子
竿
・

先
進
・

顔
淵
〉

（
寛
永
一

五
年、

同
前、

一

八
頁）

冬、

孟
子
諺
解
十
四
巻
成
る、

丁
酉
の
災
に
罹
る、

草
稿
猶
存
す

（
寛
永
一

六
年、

同
前）

こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
れ
ば、

素
行
の
自
著
『
大
学
中
庸
諺
解』・
『
論

語
諺
解』・
『
孟
子
諺
解』
が、
い
ず
れ
も
明
暦
三
年
の
大
火
で
罹
災
し、

一

部
の
草
稿
が
執
筆
当
時
に
残
存
し
て
い
た
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る

（
い
ず
れ
も
現
存
せ
ず）。

大
火
の
罹
災
を
伝
え
る
文
言
に
は
新
た
に

書
き
入
れ
た
形
跡
が
な
い
こ
と
か
ら、
『
家
譜
年
譜』

は
明
暦
以
降

に
著
さ
れ
た
回
想
混
じ
り
の
著
作
と
い
え
る
だ
ろ
う
が、

注
目
す
べ

き
は
そ
の
付
近
の
時
期
に
あ
る。

明
暦
の
大
火
は
『
武
教
全
書』
執
筆
開
始
（
明
暦
二
〔
一

六
五
六〕
年）

の
翌
年
の
こ
と
で
あ
り、

こ
の
年
は
研
究
史
上
に
お
い
て
「
武
教
の

時
代」
（
堀
勇
雄
『
山
鹿
素
行』

吉
川
弘
文
館、

一

九
五
九）

と
い

わ
れ
る
ほ
ど、

素
行
は
兵
学
関
連
書
を
数
多
く
著
し
て
い
た。

こ
れ

を
『
家
譜
年
譜』

の
成
立
と
重
ね
る
と、

年
譜
は
少
な
く
と
も
素
行

の
中
で
「
武
教」

思
想
が
確
立
さ
れ
た
後
に
記
さ
れ
た
著
作
で
あ
る

こ
と
は
違
い
な
い
。

し
た
が
っ

て、

そ
れ
よ
り
も
前
に
成
立
し
た

『
兵
法
神
武
雄
備
集』

は
年
譜
内
に
反
映
さ
れ
ず、
『
武
教
全
書』

の

成
立
後
は
山
鹿
流
兵
学
の
教
科
書
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な



か
っ
た
の
だ
ろ
う。

事
実、
『
武
教
全
書』

序
文
（
原
漠
文）

か
ら
は、

『
兵
法
神
武
雄
備
集』

を
踏
ま
え
て
成
立
し
た
背
景
が
み
え
る。

予
嘗
て
兵
法
神
武
雄
備
集
若
干
巻
を
述
べ
、

殆
ど
窪
か
に
先
哲

の
意
を
取
る、

今
又
た
其
の
要
を
拙
り、

其
の
事
を
詳
ら
か
に

す、

伯
て
門
人
等
輯
録
す
る
処
の
武
教
小
学
を
附
し
て、

始
め

に
其
の
教
戒
を
著
は
し、

終
に
其
の
序
品
を
次
せ
し
は、

看
る

に
便
有
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
の
み

（
国
民
精
神
文
化
研
究
所
編
『
山
鹿
素
行
集』

〔
目
黒
書
店、

一

九
四
三〕

二
巻、

三
九
頁）

若
年
の
頃
に
著
し
た
『
兵
法
神
武
雄
備
集』

は
先
哲
の
意
を
中
心

に
取
り
入
れ
た
が、
『
武
教
全
書』

で
は
『
兵
法
神
武
雄
備
集』

の

一

部
を
取
り
上
げ、

か
つ
詳
述
し
た
と
い
う。

そ
れ
だ
け
で
な
く、

講
義
録
『
武
教
小
学』

を
付
し
て
教
戒
か
ら
項
目
へ
と
つ
な
げ
る
こ

と
で、
『
兵
法
神
武
雄
備
集』

よ
り
も
さ
ら
に
明
解
な
教
訓
書
と
し

(
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て
『
武
教
全
書』

が
完
成
し
た
い
き
さ
つ
が
み
え
る。
『
兵
法
神
武

雄
備
集』

を
参
考
に
し
て、

山
鹿
流
兵
学
の
体
系
を
ま
と
め
た
書
が

『
武
教
全
書』

と
す
る
な
ら
ば、
素
行
に
と
っ
て
『
兵
法
神
武
雄
備
集』

は
一

世
代
前
の
古
び
た
教
訓
書
に
す
ぎ
な
か
っ
た。

壮
年
期
以
降
の

素
行
は
『
兵
法
神
武
雄
備
集』

を
意
識
的
に
明
記
す
る
立
場
に
な
く、

兵
学
の
講
義
に
用
い
る
主
要
教
科
書
と
し
て
『
武
教
全
書』

に
切
り

替
え
た
の
で
あ
る。

こ
の
傾
向
は
素
行
が
日
用
道
徳
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
「
聖
学」

面
や
経
典
の
講
義
に
も
同
様
に
み
ら
れ
る。

例
え
ば
『
聖
教
要
録』

よ
り
前
に
著
さ
れ
た
日
用
道
徳
の
書
で、

年
譜
に
て
確
認
で
き
る
の

は
友
人
の
求
め
に
応
じ
た
『
修
身
受
用
抄』
（
慶
安
元
〔
一

六
四
八〕

年
成
立）

の
み
で
あ
り、

壮
年
期
の
著
書
『
修
教
要
録』
（
明
暦
二

〔
一

六
五
六〕

年
成
立）

や
『
牧
民
忠
告
諺
解』
（
慶
安
三
〔
一

六
五
〇〕

年
成
立）

の
名
は
見
ら
れ
な
い。
『
修
身
受
用
抄』

は
『
修
教
要
録』．

『
聖
教
要
録』

と
構
成
が
全
く
異
な
る
た
め、

初
期
の
年
譜
に
表
れ

る
の
も
頷
け
る
が、
『
修
教
要
録』

は
『
武
教
全
書』

と
同
時
期
に

成
立
し
て
お
り、
「
聖
学」

が
素
行
の
中
で
「
武
教」
と
同
じ
く
定
ま
っ

た
の
な
ら
ば、

年
譜
に
反
映
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る。

し
か
し

当
時
の
素
行
は
朱
子
学
に
懐
疑
を
抱
い
た
時
期
に
あ
た
り、

本
格
的

な
「
聖
学」

の
確
立
は
『
聖
教
要
録』
（
寛
文
五
〔
一

六
六
五〕

年）

の
執
筆
を
待
た
ね
ば
な
か
っ
た。

『
聖
教
要
録』

の
講
義
が
晩
年
に
集
中
す
る
一

方、
『
武
教
全
書』

が
成
立
以
降
満
遍
な
く
講
義
に
用
い
ら
れ
た
事
実
か
ら
み
て
も、

聖

学
・

兵
学
が
確
立
し
た
時
期
は
異
な
り、

素
行
の
中
で
「
武
教」

思

(
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想
が
聖
学
面
よ
り
も
早
く
定
ま
っ
て
い
た
と
い
え
る。

聖
学
・

兵
学

間
の
タ
イ
ム
ラ
グ
は
生
じ
つ
つ
も、

壮
年
期
以
降
の
素
行
は
若
年
期

の
書
を
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
な
い
意
図
の
も
と
で
筆
を
持
ち、

自
ら

の
生
涯
を
晩
年
ま
で
書
き
き
っ
た
結
果、
数
多
く
の
著
作
群
か
ら
『
武

教
全
書』・
『
聖
教
要
録』

を
年
譜
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
で
あ
る。

年
譜
に
表
れ
た
講
義
の
傾
向
は、

後
世
の
注
釈
書
成
立
と
決
し
て

八



無
関
係
で
は
な
い
。

素
行
が
積
極
的
に
用
い
た
『
武
教
全
書』
は
『
兵

法
神
武
雄
備
集』

と
違
い、

津
軽
•

平
戸
の
み
な
ら
ず
全
国
各
地
に

広
ま
り
を
見
せ、

素
行
の
関
心
は
図
ら
ず
と
も
後
世
に
受
け
継
が
れ

た。
『
武
教
全
書』

が
い
か
に
伝
え
ら
れ
た
の
か、

次
節
で
は
『
武

教
全
書』

の
注
釈
書
か
ら、

そ
の
武
士
道
論
の
一

部
を
検
討
す
る。

二
、
『
武
教
全
書」

の
展
開

「
武
士
道」

は
い
か
に
語
ら
れ
た
の
か

は
じ
め
に
述
べ
た
と
お
り
『
武
教
全
書』

は
章
に
よ
っ
て
解
説
が

少
な
く、

項
目
の
記
述
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
多
い
た
め、

素
行
の
主

張
を
容
易
に
抽
出
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

素
行
が
頻
繁
に
講
義
を

行
っ
た
の
も、

か
か
る
事
情
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が、

項
目
が

幾
多
も
並
ん
だ
『
武
教
全
書』

は
後
年
膨
大
な
注
釈
書
を
生
ん
だ。

注
釈
書
の
選
定
自
体
容
易
で
は
な
い
が、

本
節
で
は
平
戸
山
鹿
家
に

伝
わ
る
注
釈
書
か
ら、

そ
の
内
実
を
絞
っ

て
検
討
す
る。
【
表――-
】

は
『
武
教
全
書』

の
目
次
で
あ
る。

巻
頭
に
は
弟
子
編
纂
の
口
述
書
『
武
教
小
学』

が
組
み
込
ま
れ、

主
に
武
家
の
子
弟
に
向
け
た
教
訓
書
と
し
て、

平
時
の
教
え
が
説
か

れ
て
い
る。
一

方
『
武
教
全
書』

は、

大
将
の
心
得
か
ら
陰
陽
道
を

用
い
た
布
陣、

城
築
や
籠
城
・

攻
城
戦
で
の
戦
法
な
ど
多
岐
に
わ
た

り、

戦
闘
時
の
教
訓
を
数
多
く
占
め
る。

そ
の
内
容
は
戦
法
を
軸
と

し
た
兵
法
が
目
立
つ
も
の
の、

兵
士
の
統
率
や
大
将
の
役
割、

戦
法

に
あ
た
っ
て
の
心
構
え
も
多
く、

近
世
武
士
道
論
の
遡
上
に
の
せ
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る。

例
え
ば
一

之
上
巻
「
撰
将」

本
文
に
は、

御

家
に
仕
え
る
家
臣
の
素
質
と
し
て
次
の
三
つ
を
あ
げ
る
が、

こ
こ
で

「
武
士
道」

が
用
い
ら
れ
て
い
る。

家
に
な
く
て
不
叶
三
臣
之
事

【表3]武教全書の構成（国民精神文化研究所編『山鹿素行集』
〔目黒書店、 1943〕二巻より作成）

九

巻 ： 章名 巻 i 章名 巻 i 章名

別冊 i 武教小学
＇ 

斥候 ! 山戦

一之上 i 自序並序段 ! 用間 四之下 i 河戦

： 主本 i 練陣 ! 舟戦

1 撰将 ! 行軍 i 伏戦

i 用士 i 営法 1 火戦

i 武者分 ＇ 城築 i 夜戦

＇ 制法 四之上 i 客戦 : 夜守

i 撰功 i 主戦 i 雑戦

i 内習 i 攻城 i 戦法

i 軍礼 i 守城 五 1 丘ノ ヽ六自

j 法令 i 寡戦 : 急療

一之下 i 天官 ！ 歩戦 i 金癒

i 地形 i 騎戦 [ 馬醤

※底本：山鹿素水校正・弘化4 (1847)年版



一
、

つ
り
合
の
臣
下
の
事

家
に
久
し
き
家
老
の
勇
知
徳
有
て、

大
将
も
親
祖
父
の
こ
と
く
崇

敬
し
給
ふ
臣
下
の
事

一
、

文
道
智
弁
の
臣
下
の
事

政
道
を
正
し
国
を
治
め、

私
な
く
遠
き
お
も
ん
は
か
り
有
て
智
弁

謀
略
あ
る
臣
下
の
事

一
、

武
道
正
義
の
臣
下
の
事

武
士
道
正
義
の
理
に
達
し、

城
を
取、

陣
を
敷、

備
を
立、

事
理

共
に
相
と
>
の
へ
る
臣
下
の
事

（
国
民
精
神
文
化
研
究
所
編
『
山
鹿
素
行
集』

〔
目
黒
書
店、

一

九
四
三〕

二
巻、

四
四
＼
五
頁）

御
家
に
長
く
仕
え、

主
君
を
親
祖
父
の
よ
う
に
崇
敬
す
る
「
つ
り

合
の
臣
下」、

政
道
を
た
だ
し
て
私
心
な
く
先
を
見
極
め
た
知
略
の

あ
る
「
文
道
智
弁
の
臣
下」、

そ
し
て
戦
地
で
の
陣
法
全
般
に
長
け

た
「
武
道
正
義
の
臣
下」

を、

御
家
に
求
め
ら
れ
る
家
臣
の
資
質
と

し
て
か
か
げ
て
い
る。

三
つ
目
の
「
武
道
正
義」

を
説
明
す
る
際、

素
行
は
「
武
士
道」

を
用
い、

城
攻
め
や
布
陣
等
の
戦
術
に
優
れ
た

(
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家
臣
像
を
指
示
す
る
が、

注
目
す
べ
き
は
そ
の
意
味
づ
け
で
あ
る。

「
武
道
正
義
の
臣
下」、

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
「
武
士
道」

と
は、

前
項

の
「
文
道
智
弁
の
臣
下」

に
対
応
す
る
家
臣
で
あ
っ
て、

あ
く
ま
で

も
文
武
両
道
の
片
軸
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
事
実、

素
行
の
外
孫
で
あ
る
兵
学
者
津
軽
政
方
（
一

六
八
二
s
一

七
二
九）

(
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に
よ
る
後
世
の
注
釈
書
『
武
教
全
書
講
義』

も
「
三
臣
総
論」

の
別

項
目
を
立
て、

以
下
の
よ
う
に
解
説
す
る。

或
人
の
曰
は
く、

武
教
全
書
の
武
と
此
の
武
道
と
同
異
あ
り
や。

曰
は
く、
武
教
の
武
は
本
朝
治
平
の
根
本
に
し
て
文
武
を
総
括
す、

そ
の
繋
る
と
こ
ろ
甚
だ
深
長
也。

妥
に
所
謂
武
道
は
文
道
に
対
し

て
説
く、

故
に
殺
伐
の
一

事
也、

尤
も
同
じ
か
ら
ざ
る
也

（
『
武
教
全
書
講
義』
（
廣
瀬
豊
編
『
山
鹿
素
行
兵
学
全
集』

四、

教
材
社、

一

九
四
四、
一

四
三
頁）

『
武
教
全
書』

の
「
武」

と
武
道
正
義
の
「
武」

と
の
違
い
に
対
し、

政
方
は
両
者
の
「
武」

が
あ
く
ま
で
も
別
物
だ
と
諭
す。
『
武
教
全

書』

の
「
武」

と
は
文
武
を
統
括
す
る
上
の
「
武」

で
あ
っ
て、

御

家
統
治
の
役
割
を
備
え
た
「
武」

で
あ
る。
一

方、

当
該
箇
所
で
い

わ
れ
る
「
武
道」

は
文
道
に
対
す
る
そ
れ
で
あ
り、

変
事
に
対
応
す

る
討
伐
の
一

事
に
過
ぎ
ず、
「
武」

に
せ
よ
「
武
士
道」

に
せ
よ
戦

闘
員
に
備
わ
る
べ
き
勇
猛
な
姿
勢
の
み
を
指
し
て
い
た。

こ
の
他、

平
戸
山
鹿
家
に
伝
わ
る
『
武
教
全
書
聞
書』
（
山
鹿
文
庫
蔵、
七
冊
本、

(
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江
戸
中
期
写、

原
片
仮
名）

上
の
「
武
道
正
義」

の
注
釈
も
基
本
的

に
は
変
わ
ら
な
い
。

武
道
正
義
の
臣
と
云
は、

是
も
や
は
り
今
日
政
務
を
司
る
臣
也、

然
と
も、

文
道
に
対
し
て
見
れ
は、

文
武
は
常
に
変
而、

先
つ

変
の
治
る
か
武
な
り、

故
に
文
道
を
以
て
国
民
を
教
道
（
マ
マ

中
嶋
注）

し
て
今
日
を
全
く
治
る
と
云
へ
と
も、

又
変
の

1

0
 



治
る
処
の
備
へ
無
て
不
成
義
也、
故
に
武
道
正
義
の
臣
と
云
て、

専
ら
変
の
治
る
義
を
司
る、

掬
武
道
は
正
義
と
云
て
義
の
正
敷

を
以
て
不
致
し
て
不
成、

必
寛
武
道
は
急
変
に
望
み
剛
毅
に
し

て
事
あ
ら
く
す
る
義
あ
る
故、

悪
敷
す
れ
は
失
義
事
有
り、

夫

故
正
義
と
云
て
武
道
は
義
の
全
ふ
正
く
な
け
れ
は
不
成、

「
武
道
正
義
の
臣
」

は
「
つ
り
合
の
臣
下」
「
文
道
智
弁
の
臣
下」

と
同
じ
く
御
家
の
政
務
を
担
う
家
臣
だ
が、

そ
の
役
割
は
変
事
へ
の

対
応
に
限
定
さ
れ
る。
彼
ら
は
民
を
教
導
す
る
「
文
道」
に
対
す
る
「
武

道」

と
し
て、

変
事
を
抑
え
武
備
を
常
日
頃
か
ら
心
が
け
る
戦
闘
員

の
役
割
の
み
が
想
定
さ
れ、

御
家
の
運
営
を
担
当
す
る
わ
け
で
は
な

い。

か
か
る
猛
々
し
さ
に
限
定
さ
れ
た
「
武
道
」

に
つ
い
て、

前
田

氏
は
素
行
が
『
山
鹿
語
類』

に
て
『
甲
陽
軍
鑑』

を
引
用
す
る
際、

原
文
の
「
武
士
道
」

を
「
武
士
の
職
分」

と
い
い
換
え
た
背
景
に、
「
武

士
道」

自
体
に
備
わ
る
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る。

す
な
わ
ち
「
武

士
道」

が
戦
闘
場
面
で
の
行
動
を
第
一

義
と
す
る
が
ゆ
え
に、

行
政

的
な
役
職
を
否
定
す
る
可
能
性
や
一

時
の
名
誉
心
に
賭
け
る
行
動
を

(
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正
当
化
す
る
恐
れ
を
学
ん
で
い
た
と
す
る
が、
『
武
教
全
書
聞
書』

を
み
る
と、

こ
の
点
は
よ
り
明
解
に
伝
わ
る
だ
ろ
う。
『
武
教
全
書

聞
書』

に
よ
れ
ば、

素
行
は
「
武
道」

が
「
剛
毅
に
し
て
事
あ
ら
く

す
る
義」

を
秘
め
た、

難
を
抱
え
る
倫
理
で
あ
る
点
を
充
分
認
識
し

て
い
た
か
ら
こ
そ、
「
武
士
道
」

の
次
に
あ
え
て
「
正
義」

を
付
し

た
と
い
う
の
で
あ
る。

文
道
は
其
教
其
品
の
模
様
有
れ
共、

武
道
は
急
な
る
者
故、

事

を
考
へ
さ
す
べ
き
辿
は
間
が
か
ぐ
る、

依
て
変
に
望
み、

立
ち

処
に
事
を
決
断
し、

如
何
程
の
場
に
望
み
て
も
必
ず
ふ
み
き
っ

て、

事
を
不
致
し
て
不
成
致
せ
は、

能
正
義
に
達
し
不
居
し
て

は、

い
た
し
損
る
事
有
り、

其
の
急
変
に
望
み、

事
を
致
す
に

後
々
に
至
て
見
る
に、
道
義
に
背
き
た
る
様
に
在
て
は
不
成
故、

武
士
道
正
義
に
達
し
た
る
人
に
て
無
れ
は
不
成、

夫
故
武
士
道

正
義
の
理
に
達
し
城
を
取

此
城
陣
筒
の
儀
は
誠
に
武
士
道

の
大
業
也、
（
『
武
教
全
書
聞
書』）

「
武
道」

は
変
事
の
際、

即
座
に
決
断
・

対
処
せ
ね
ば
な
ら
な
い

立
場
故、

道
義
に
背
い
て
は
な
ら
ず、
「
武
士
道
正
義
」

に
達
し
た

者
で
な
け
れ
ば
勤
ま
ら
な
い
と
い
う。

こ
こ
で
説
か
れ
る
「
武
士
道」

と
は
道
義
の
一

翼
を
確
か
に
担
う
で
あ
ろ
う
が、

あ
く
ま
で
も
「
武

道」

の
家
臣
に
求
め
ら
れ
る
素
質
と
し
て
の
「
武
士
道
」

で
あ
っ
て、

統
治
論
に
関
わ
る
道
徳
で
は
決
し
て
な
い。
『
武
教
全
書
聞
書』

も

文
道
と
対
比
さ
せ
た
「
武
道」、

さ
ら
に
は
そ
の
中
で
守
る
べ
き
義

が
示
さ
れ、
「
武
士
道
正
義」

は
武
臣
に
呼
び
か
け
る
勇
猛
の
統
御

姿
勢
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る。
『
武
教
全
書
講
義』

も
「
又

云
は
く、

城
を
取
り
陣
を
敷
き
備
を
立
つ
る
と
は、

武
士
道
の
業

也」

と、
「
武
士
道」

を
戦
法
全
般
の
技
術
を
指
す
意
味
で
用
い
て

お
り、
引
用
の
『
武
教
全
書
聞
書』
後
半
部
の
主
張
と
共
通
す
る。
『
武

教
全
書』、

そ
し
て
注
釈
書
『
武
教
全
書
講
義』
・
『
武
教
全
書
聞
書』



か
ら
み
た、

限
定
さ
れ
た
「
武
士
道」

は
『
山
鹿
語
類』

巻
ニ
―

上

で
い
わ
れ
る
「
士
道」

と
一

線
を
画
し、

道
徳
的
指
導
者
を
目
指
し

(

20
)
 

た
「
儒
教
的
士
道
論」

で
は
な
い
。

素
行
は
戦
時
の
大
将
論
と
し
て

軍
戦
技
術
全
般
に
優
れ
た
「
武
士
道」

を
用
い、

巻
ニ
―

で
表
れ
る

よ
う
な、

政
治
的
主
体
性
を
持
ち
得
た
「
大
丈
夫」

に
向
け
て
説
く

(

21
)
 

統
治
論
と
は
別
次
元
の
教
訓
と
し
て
捉
え
て
い
た
事
実
が
わ
か
る。

し
か
し、

戦
術
一

般
を
意
味
し
て
い
た
は
ず
の
「
武
士
道」

は、

時
に
別
の
意
味
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た。

素
行
か
ら
数
え
て

(

22
)
 

六
代
目
に
あ
た
る
山
鹿
流
兵
学
者
山
鹿
高
忠
の
門
人
土
肥
実
治
『
武

教
全
書
正
房
伝』
（
山
鹿
文
庫
蔵、
一

九
世
紀
前
半
成
立
か）

は
『
武

教
全
書』

本
文
「
城
を
取、

陣
を
敷、

備
を
立」

上
の
城
・

陣
・

備

が
揃
わ
ね
ば
武
備
も
整
わ
な
い
と
し
た
上
で、
「
武
道
正
義
の
臣
下」

の
箇
所
を
以
下
の
よ
う
に
注
釈
す
る。

武
道
は
惣
名
也、

正
義
は
武
道
の
中
に
在
る
な
り、

畢
寛
士
は

三
民
の
長
た
る
故
に
農
工
商
の
三
民
を
治
む
る
所
は
武
道
な

り、

遊
楽
に
流
れ
ず、

我
が
職
分
を
正
し
く
守
る
を
持
つ
義、

是
正
義
也、

武
道
を
以
て
人
の
鉢
を
取
り
て
は、

語
黙
動
静
に

於
て
之
れ
を
謂
へ
ば
則
ち
口
と
手
足
と
は
言
動
し
て、

武
道
を

行
ふ
を
比
諭
せ
り、

武
士
道
正
義
は
勇
也、

是
れ
変
を
治
む
る

の
臣
也、
（
『
武
教
全
書
正
房
伝』

※
傍
線
部
は
中
嶋
に
よ
る）

『
武
教
全
書
正
房
伝
』

で
は、

本
文
「
武
士
道
正
義」

を
「
勇」

と
つ
な
げ
て
乱
を
平
定
す
る
臣
下
と
し
て
い
る
が、

注
目
す
べ
き
は

「
武
道」

へ
の
目
線
で
あ
る。

こ
こ
で
の
「
武
道」

は
惣
名
と
さ
れ

る
一

方、

正
義
は
「
武
道」

の
一

部
に
過
ぎ
ず、

「
武
道」

が
正
義

よ
り
も
上
に
位
置
す
る
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る。

こ
れ
ま
で
二
つ
の
注
釈
書
で
み
て
き
た
よ
う
に、
『
武
教
全
書』
の
「
武

道」

は
本
来
戦
場
に
限
ら
れ
た
教
訓
で
あ
っ
た。

事
実
『
武
教
全
書

講
義』

で
は
「
武
道」

の
諸
説
を
説
明
す
る
際
「
又
云
は
く、

武
道

と
は
弓
矢
の
道
也、
正
義
と
は
其
の
身
正
し
く
義
の
備
は
り
た
る
也。

(

23
)
 

或
ひ
と
云
は
く、

武
道
は
邪
義
に
陥
る、

故
に
正
義
と
云
ふ
也」

と
紹
介
さ
れ、

邪
義
に
陥
る
危
険
が
備
わ
っ
た、

警
戒
せ
ね
ば
な
ら

な
い
「
武
道」

の
は
ず
で
あ
っ
た。

か
か
る
邪
義
を
お
さ
え
る
た
め

に
正
義
が
付
さ
れ
る
こ
と
で
機
能
す
る
「
武
道
正
義」

は、
「
武
道」

と
別
物
で
あ
っ
て、

血
気
の
暴
力
を
統
御
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
た。

と
こ
ろ
が
『
武
教
全
書
正
房
伝』

は
「
武
道」

を
説
明

す
る
際
よ
り
高
次
元
に
捉
え、

農
・

エ
・

商
の
三
民
の
上
を
統
治
す

る
「
武
士」

像
が
理
想
視
さ
れ
る
の
で
あ
る。

「
武
士」

に
三
民
統
治
の
役
割
を
課
す
主
張
は、
『
武
教
全
書』

の

附
属
書
『
武
教
小
学』

序
文
や
『
山
鹿
語
類』

巻
ニ
―

等
に
も
表
れ

(

24
)
 

る
と
こ
ろ
で
あ
り、

そ
れ
自
体
目
新
し
い
発
想
で
は
な
い
。

し
か
し

撰
将
篇
上
の
「
武
道」
・
「
武
士
道」

は
「
文
道
智
弁
の
臣
下」

に
対

す
る
「
武」

で
あ
っ
て、

本
来
戦
場
に
て
欠
か
せ
な
い、

戦
術
・

知

謀
に
優
れ
た
オ
覚
を
指
す
に
す
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
っ
た。
素
行
は
『
武

教
全
書』

に
お
い
て
兵
卒
で
あ
る
「
武
士」

に
せ
よ
大
将
の
「
武
士」



に
せ
よ、

彼
ら
に
農
工
商
三
民
の
上
に
立
つ
道
徳
的
指
導
者
の
姿
勢

を
こ
こ
で
意
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い。

そ
れ
を
『
武
教
全
書
正

房
伝』

は、

限
定
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
「
武
道」
・
「
武
士
道」

に、

か
つ
て
素
行
が
別
著
で
説
い
た
三
民
統
治
の
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と

で、
「
武
道
正
義」

を
統
治
の
舞
台
へ
と
つ
な
げ
て
み
せ
た。

素
行
の
士
道
論
は
当
初
か
ら
政
治
論
を
多
分
に
含
ん
で
い
た
が、

「
武
士
道」

は、
「
士
道」

と
全
く
別
の
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
た。

し
か
し
注
釈
書
に
よ
っ
て
は
戦
時
の
教
訓
が
主
体
で
あ
っ
た
兵
学
書

の
中
に
人
倫
の
習
得
も
取
り
入
れ
ら
れ、

素
行
の
意
志
と
は
別
に
統

一

的
な
解
釈
が
な
い
ま
ま
様
々
な
要
素
が
加
わ
り、

時
に
兵
学
思
想

が
政
治
の
舞
台
に
ま
で
立
つ
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る。

お

わ

り

に

近
世
武
士
道
論
研
究
上、

兵
学
書
は
戦
時
の
訓
練
や
戦
術
一

般
が

中
心
に
解
説
さ
れ
た
せ
い
か、

充
分
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た。

素
行
の
場
合
「
儒
教
的
士
道
論」

者
と
い
う
規
定
あ
り
き
で
検

討
が
進
め
ら
れ
た
た
め
に、

関
心
が
そ
れ
以
外
に
向
か
な
か
っ
た
わ

け
だ
が、
『
武
教
全
書』

を
紐
解
け
ば、

戦
場
を
想
定
し
た
様
々
な

「
武
士」

へ
の
教
訓
が
み
ら
れ
る
以
上、

決
し
て
看
過
で
き
る
も
の

(
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)
 

で
は
な
い
。

素
行
が
『
武
教
全
書』

成
立
以
来、

満
遍
な
く
手
に
取

り
講
義
を
行
っ
た
点、

そ
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
「
武
士
道」

が
狭
小

な
意
味
を
指
し、

戦
闘
技
術
に
優
れ
た
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
に
す
ぎ

な
か
っ
た
事
実
は、

素
行
の
士
道
論
を
「
儒
教
的」

と
い
う
理
解
の

も
と
で
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
現
状
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
し、

単
一

の
規
定
に
と
ど
ま
ら
な
い
様
々
な
武
士
層
を
に
ら
ん
だ
幅
広
い

検
討
が
必
要
で
あ
る。

朱
子
学
へ
の
信
望
か
ら
懐
疑、

批
判
に
至
る
ま
で
の
思
想
展
開
の

中、

素
行
の
思
想
研
究
は
往
々
に
し
て
懐
疑
・

批
判
以
降
の
著
書
を

取
り
上
げ
る
傾
向
に
あ
っ
た。

そ
の
一

方
「
武
教」

の
よ
う
に
壮
年

期
以
降
晩
年
ま
で
通
底
し
た
思
想
を
ふ
ま
え
れ
ば、

批
判
以
降
の
著

作
の
み
に
よ
り
か
か
る
積
極
的
理
由
は
な
い
。

聖
学
の
思
想
展
開
と

と
も
に、

本
稿
で
取
り
上
げ
た
『
兵
法
神
武
雄
備
集』

か
ら
『
武
教

全
書』

に
至
る
ま
で
の
具
体
的
検
討
は、

素
行
の
思
想
だ
け
で
な
く

前
田
氏
が
触
れ
た
素
行
と
『
甲
陽
軍
鑑』

と
の
つ
な
が
り
な
ど、

近

世
に
お
け
る
兵
学
思
想
の
展
開
を
み
る
上
で
重
視
す
べ
き
課
題
だ
ろ

スノ
近
年
佐
伯
真
一

氏
は、

現
代
に
お
け
る
「
武
士
道」

関
連
書
物
の

ほ
と
ん
ど
が
学
問
的
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
踏
ま
え、

個
人

的
な
思
い
込
み
に
も
と
づ
き
「
理
想
の
武
士
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
投
影

(
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)
 

し
て
も
客
観
的
な
議
論
に
な
ら
な
い
と
し
た
が、

こ
う
し
た
見
解
が

あ
ら
わ
れ
る
背
景
に
は、

本
来
多
様
な
意
味
を
持
つ
「
武
士
道」

が

現
代
の
み
な
ら
ず、

既
に
近
世
の
時
点
で
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て

い
た
点
も
否
め
な
い
。
『
武
教
全
書』

上
に
お
け
る
「
武
士
道」

が、

と
き
に
正
義
を
も
取
り
込
み
三
民
教
化
の
概
念
と
し
て、

後
世
拡
大



(
l)

相
良
亨
著
作
集
三
『
武
士
の
倫
理

近
世
か
ら
近
代
へ』
（
ぺ
り
か

ん
社 、
一
九
九
三）・
初
出
面
E

『
日
本
人
の
伝
統
的
倫
理
観』
（
理
想
社 、

一
九
六
四） 。

註

解
釈
さ
れ
た
事
実
は 、

軸
と
な
る
教
訓
の
有
無
を
の
ぞ
け
ば 、

思
い

思
い
に
「
武
士
道」

を
語
る
現
代
日
本
と
ど
こ
か
相
通
じ
は
し
な
い

、
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
『
武
教
全
書
講
義』・
『
武
教
全
書
聞
書』・
『
武

教
全
書
正
房
伝』

な
ど
の
他
に
も
山
鹿
文
庫
を
は
じ
め 、

各
地
に
は

数
多
く
の
解
説
書
が
現
存
す
る 。

ま
た 、

注
釈
書
に
よ
っ
て
は
共
通

す
る
見
解
も
み
ら
れ 、

多
様
な
解
釈
が
あ
る
と
同
時
に 、

何
ら
か
の

軸
と
な
る
教
訓
も
存
在
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る 。

そ
れ
を
明
ら

か
に
す
る
に
は
『
武
教
全
書』

の
注
釈
書
の
種
類
に
目
処
を
立
て
つ

つ 、

書
物
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
や
解
釈
の
精
査 、

そ
し
て
様
々
な
武

士
層
に
向
け
た
考
察
が
必
要
だ
ろ
う
が 、

こ
れ
ら
を
今
後
の
課
題
と

し
て
今
は
稿
を
終
え
る 。

【
付
記】

本
稿
は
国
文
学
研
究
資
料
館
共
同
研
究
（
若
手）
「
山
鹿
素
行
関

連
文
献
の
基
礎
的
研
究」

に
よ
る
成
果
の
一

部
で
あ
る 。

(
2)

笠
谷
和
比
古
『
武
家
政
治
の
源
流
と
展
開

近
世
武
家
社
会
研
究

論
考』
（
清
文
堂 、
二
01
―
)
八
章•
初
出
「
武
士
道
概
念
の
史
的

展
開」
（『
日
本
研
究』
三
五 、
二
0
0
七） 。

(
3)

井
上
泰
至
『
近
世
刊
行
軍
書
論

l
教
訓・
娯
楽・
考
証』
（
笠
間
書

院 、
二
0一
四）

第
二
章
五
節

(
4)

か
か
る
提
言
は
佐
伯
真一
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る 。

詳
し
く
は
「「
武
士
道」

研
究
の
現
在

歴
史
的
語
彙
と
概

念
を
め
ぐ
っ
て」
（『
武
士
と
騎
士

日
欧
比
較
中
近
世
史
の
研
究』

〔
思
文
閣
出
版 、
二
01
0〕

所
収）

参
照 。

(
5)

拙
稿
「
山
鹿
素
行
の
教
化
論

『
武
教
小
学』
・
『
山
鹿
語
類』
の

差
異
を
中
心
に」
（『
日
本
経
済
思
想
史
研
究』
一
三 、
二
0一
三）

(
6)

前
田
勉
『
江
戸
教
育
思
想
史
研
究』
（
思
文
閣 、
二
0一
六）

第一
編

第
三
章 。
前
田
氏
は
『
武
教
全
書』
の
教
訓
が
『
甲
陽
軍
鑑』
と
同
様 、

戦
場
に
生
き
る
戦
闘
者
と
し
て
の
武
士
像
を
検
討
し
た
側
面
も
持
ち

合
わ
せ
る
と
し 、

抜
け
駆
け
や
喧
嘩・
私
闘
等 、

己
の
名
誉
感
情
を

発
す
る
場
を
も
禁
じ
る
軍
隊
統
制
で
あ
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
い

る 。
『
甲
陽
軍
鑑』
と
『
武
教
全
書』
が
い
か
な
る
つ
な
が
り
を
持
つ

か 、

さ
ら
な
る
精
査
が
必
要
だ
と
は
思
う
が 、

本
稿
で
は
他
書
と
の

関
連
性・
『
武
教
全
書』
の
内
実
に
つ
い
て
は
結
論
を
急
が
ず 、

ま
ず

は
そ
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
「
武
士
道」
の
語
彙
・

定

義
へ
の
考
察
を
試
み
た
い 。

(
7)

原
本
は
国
文
学
研
究
資
料
館
特
別
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
山
鹿
文
庫
蔵（
以
降 、

本
文
で
は
「
山
鹿
文
庫」
と
表
記
し
た 。） 。

(
8)

例
え
ば
素
行
は
寛
文
六
（一
六
六
六）

年
よ
り
延
宝
五
(-
六
七
五）

年
ま
で 、

赤
穂
へ
配
流
さ
れ
て
い
た
が 、
こ
の
期
間
に
講
義
を
行
っ

一
四



た
記
録
は
み
ら
れ
な
い
。

配
流
先
で
賓
客
の
厚
遇
を
う
け
た
と
さ
れ

る
素
行
が
（
『
配
所
残
筆』）、

藩
内
で
何
の
講
義
も
し
な
い
は
ず
は
な

く、

配
流
の
事
情
を
含
め
た
背
景
と
資
料
的
限
界
も
ふ
ま
え
た
方
が

よ
い
だ
ろ
う。

(
9)

素
行
の
講
釈
記
録
は
『
家
譜
年
譜』

の
他
に
も
『
撥
話
類』
・
『
雑
記』

等
で
残
さ
れ
て
お
り、

そ
こ
で
も
『
武
教
全
書』

が
圧
倒
的
な
割
合

を
占
め
る。

こ
れ
ら
の
記
録
は
『
全
集』
一

五
巻
所
収
の
「
年
譜
資
料」

（
廣
瀬
豊
命
名）

に
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が、

抄
録
が
多
く
忠
実
な
翻

刻
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
年
譜
資
料」

を
用
い
る
に
は、

山
鹿
文
庫
蔵
の
原
典
と
の
照
合
が
不
可
欠
ゆ
え、

そ
の
検
討
は
今
後

に
期
す。

な
お、
『
全
集』

が
抱
え
る
翻
刻
・

書
誌
等
の
問
題
点
に
つ

い
て
は
拙
稿
「
『
山
鹿
素
行
全
集』

考」
（
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要

文
学
研
究
篇』

四――-、
二
0
一

七）

参
照。

(
10
)
『
武
教
全
書』

は
素
行
が
重
視
し
た
だ
け
で
は
な
い。

津
軽
藩
士
添
田

儀
左
衛
門
に
よ
る
記
録
「
添
田
儀
左
衛
門
日
記」

に
よ
れ
ば、

延
宝

九
（
一

六
八
一
）

年
六
月
九
日
（
浪
川
健
治
編
『
近
世
武
士
の
生
活

と
意
識

「
添
田
儀
左
衛
門
日
記」

天
和
期
の
江
戸
と
弘
前

』

（
岩
田
書
院、

二
0
0
四）

第
二
部
一

五
七
頁）、

同
年
六
月
一

六
日

（
一

六
0
頁）、
天
和
二
（
一

六
八
二
）

年
七
月
六
日
（
二
四
九
頁）、
『
武

教
全
書』

を
用
い
た
議
論
が
行
わ
れ
た
と
い
う。
『
武
教
全
書』

の
他、

素
行
の
弟
子
磯
谷
十
介
が
『
聖
教
要
録』

の
講
義
を
行
っ
た
記
録
も

あ
り、

両
書
が
素
行
の
弟
子
ら
に
よ
っ
て
も
重
視
さ
れ
て
い
た
事
実

が
う
か
が
え
る。

な
お
津
軽
藩
と
山
鹿
素
行
の
関
係
に
つ
い
て
は
谷

口
置
子
「
津
軽
藩
に
お
け
る
山
鹿
流
兵
学
の
受
容

一

七
世
紀
後

半
の
軍
事」
（
『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容』
一

三、
二
0
―

二
）

参
照。

一

五

(
11
)
「
遺
著
解
題
（
二
）
」
（
『
全
集』

月
報
七、
三
頁）

(
12
)
『
大
学
中
庸
諺
解』

を
含
め、

こ
れ
ら
の
成
立
を
伝
え
る
当
該
箇
所
は

原
漢
文。

な
お、
「
丁
酉
の
災
に
罹
り、

草
稿
も
亦
た
亡
ぶ、

唯
だ
中

庸
の
草、

少
し
く
存
す」

は
『
全
集』

に
お
い
て
割
り
注
扱
い
だ
が、

原
典
で
は
本
文
で
あ
る。

(
13
)
『
家
譜
年
譜』

内
で
『
兵
法
神
武
雄
備
集』

を
全
く
回
想
す
る
こ
と
な

く
『
武
教
全
書』

に
寄
り
添
っ
た
傾
向
は、
『
兵
法
神
武
雄
備
集』

と

の
決
別
を
も
含
め
た、

何
ら
か
の
思
想
展
開
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い。

『
兵
法
神
武
雄
備
集』

か
ら
『
武
教
全
書』

に
至
る
ま
で
の
展
開
は、

若
年
期
に
お
け
る
素
行
の
思
想
を
み
る
上
で
興
味
深
い
が、

こ
の
点

に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い。

(
14
)

四
書
の
講
義
は
年
譜
の
中
で
見
か
け
る
が、

素
行
の
注
釈
書
『
四
書

句
読
大
全』
（
寛
文
七
〔
一

六
六
七〕

年）

に
つ
い
て
は
成
立
が
記
さ

れ
る
の
み
で、

こ
れ
ら
を
講
義
に
用
い
た
と
す
る
記
録
は
な
い。

(
15
)

な
お
『
武
教
全
書
聞
書』

は
こ
の
後
「
武
道
正
義
の
臣
下」

の
好
例

と
し
て
井
伊
掃
部
頭
を
挙
げ
る。
『
武
教
全
書
講
集』
（
山
鹿
文
庫
蔵）

に
も
簡
略
な
が
ら
同
様
の
文
言
が
み
ら
れ、

注
釈
書
間
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
も
確
認
で
き
る。

(
16)
『
武
教
全
書
講
義』

は
廣
瀬
豊
の
命
名
に
よ
る。

政
方
三
〇
＼
三
二
歳

の
頃
の
著
作
で、

題
箋
は
『
武
教
全
書
諸
説
詳
論
家
伝
秘
抄』、

跛
文

に
は
『
武
教
全
書
家
伝
秘
抄』

と
あ
る。
（
廣
瀬
豊
編
『
山
鹿
素
行
兵

学
全
集』

四、

教
材
社、

一

九
四
四、

解
題）

(
17
)

本
稿
で
用
い
た
山
鹿
文
庫
蔵
『
武
教
全
書
聞
書』
（
請
求
番
号
A
|

四
五
二
）

は
散
逸
さ
れ
て
お
り、

同
じ
体
裁
の
『
武
教
全
書
聞
書』

は
請
求
番
号
が
異
な
る
形
で
現
存
す
る
可
能
性
も
あ
る。

事
実
『
武



教
小
学』
（『
武
教
全
書』
の
附
属
書）
の
注
釈
書
『
小
学
聞
書』
（
請

求
番
号
B
二
八
ク
ー
一
八一
ー
一
三
八
七）
は
『
武
教
全
書
聞
書』

と
体
裁
を
同
じ
く
し
て
お
り、

本
来
は
同
じ
書
物
で
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る。
な
お、

目
録
に
よ
れ
ば
『
小
学
聞
書』
は
「
江
戸
中
期
写」

と
あ
る
た
め、
『
武
教
全
書
聞
書』
に
つ
い
て
も、
こ
れ
に
従
っ
た。

(
18)
前
田
氏
前
掲
書
参
照。

(
19)
注
(
16)
前
掲
書一
四一
頁。

(
20)
な
お
『
山
鹿
語
類』
巻
二
二
（
士
談
篇）
に
目
を
向
け
る
と
素
行
は
「
武

士
道」
を
用
い
た―
つ
の
武
士
談
も
紹
介
す
る。

師
日、

竹
中
半
兵
衛
平
生
手
足
の
指
を
う
ご
か
し、

寒
の
中
に

も
手
を
内
に
不
入、

甚
寒
ず
れ
ば
必
ず
手
を
も
み
な
ど
致
せ

り、

秀
吉
の
前
に
伺
候
の
間
も、

足
を
う
ご
か
し
左
右
を
か
た

か
た
づ
＞
や
す
め
け
る、

是
を
或
人
の
尋
ね
け
れ
ば、

主
君
の

前
に
て
自
分
の
逸
楽
の
た
め
に
手
足
を
自
由
す
る
は
甚
無
礼
な

り、

御
用
の
た
め
を
思
ふ
て
手
足
四
支
の
痺
疫
せ
ん
こ
と
を
思

ふ
は
忠
の
致
す
処
也、

大
丈
夫
は
平
生
武
義
を
心
に
忘
る
べ
か

ら
ず、

自
余
の
作
法
は
少
し
た
が
へ
る
処
あ
り
て
も
不
苦、

武

士
道
の
事
に
を
い
て
汚
れ
た
る
名
あ
ら
ん
こ
と
は
勇
士
の
本
意

な
ら
ず、
こ
>
に
事
あ
ら
ん
時、

足
し
び
れ
た
る
手
こ
ゞ
え
た

る
と
云
て、

云
分
立
べ
か
ら
ず
と
云
へ
り、

故
に
竹
中
平
生
手

足
を
ね
り
刀
を
側
に
不
離、

旅
宿
我
宿
と
云
へ
ど
も
聯
間
断
す

る
こ
と
な
か
り
け
る
と
也、
（『
山
鹿
語
類』
巻
二
二、
士
談一
〔
ニ

巻
四
八
三
＼
四
頁〕）

竹
中
半
兵
衛
は
常
日
頃
か
ら
手
足
を
動
か
し、

主
君
の
前
で
も
や

め
る
こ
と
は
な
か
っ
た。
そ
れ
を
傍
輩
が
尋
ね
る
と、

咄
嵯
の
変
事

に
そ
な
え
る
た
め
に
動
か
す
の
だ
と
切
り
返
す。

手
足
の
所
作
が
不

作
法
で
あ
っ
て
も
「
武
士
道
の
事」
に
仕
損
じ
て
は
汚
名
を
着
せ
ら
れ、

勇
士
の
本
意
と
は
い
え
な
い。
だ
か
ら
こ
そ
い
か
な
る
場
所
で
も
手

足
を
動
か
す
の
だ
と
い
う。

こ
こ
に
表
れ
る
「
武
士
道
の
事」
は
戦
闘
時
を
指
し
て
お
り、

定

義
上
は
『
武
教
全
書』
上
の
「
武
士
道」
と
変
わ
ら
ず、

素
行
の
い

う
「
武
士
道」
は
「
武
教」

等
と
比
べ
て、

狭
小
な
意
味
に
す
ぎ
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る。
こ
う
し
た
点
を
含
め
素
行
が
「
武
士
道」

を
い
か
な
る
文
脈
で
用
い
た
の
か、

翻
刻
資
料
以
外
を
用
い
た
精
査

が
今
後
も
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る。

(
21)
こ
の
点
に
お
い
て
「
武
士
道」
と
い
う
語
が
武
士
の
倫
理
に
と
ど
ま

ら
ず、

も
と
よ
り
技
術
的
な
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
た
と
す
る
田

中
光
郎
の
主
張
は
傾
聴
で
き
る。

詳
し
く
は
「「
職
分」
と
し
て
の

「
武」

1
山
鹿
素
行
の
思
想
に
関
す
る一
考
察」
（『
論
集
き
ん
せ
い』

1
0、
一
九
八
七）

参
照。

(
22)
山
塵
渦
忠
（
？
s
-

八
ニ
―
)
は
平
戸
藩
の
兵
学
者。

実
の
父
は
山

鹿
平
馬
（
素
行
の
弟）

系
統
の
山
鹿一
学
だ
が、

五
代
目
の
高
賀
に

子
が
い
な
い
た
め、

養
子
に
入
り、

山
鹿
家
を
継
い
だ。

(
23)
注
(
16)
前
掲
書一
四一
頁。

(
24)
「
武
士」
が
農
工
商
の
上
に
立
ち、

人
倫
の
指
導
者
と
し
て
の
役
割
を

主
張
し
た
資
料
は
以
下
の
通
り
で
あ
る。

大
農
大
工
大
商
は
天
下
の
三
宝
た
り、

士
は
農
工
商
の
業
無
く

し
て
三
民
の
長
た
る
所
以
の
者
は
他
無
く、

能
く
身
を
修
め
て

心
を
正
し
て
国
を
治
め
天
下
を
平
か
に
す
る
な
り
（『
武
教
小
学』

序
文）

一

六



士
は
農
工
商
の
業
を
さ
し
置
て
此
道
を
専
つ
と
め、

三
民
の

間
荀
も
人
倫
を
み
だ
ら
ん
輩
を
ば
速
に
罰
し
て、

以
て
天
下

の
人
倫
に
正
し
き
を
待
つ、

是
士
に
文
武
之
徳
知、

不
備
ば

あ
る
べ
か
ら
ず、
（『
山
鹿
語
類』
〔
素
行
会
編、

国
書
刊
行
会、

一
九一
〇
＼一
―
〕

二
巻
二
五
二
頁）

(
25)

例
え
ば
山
塵
尚
基
の
弟
子
筋
に
あ
た
る
西
河
小
左
衛
門
『
全
書
諭
義』

（一
七
三
〇
〔
享
保一
五〕

年
奥
書）

上
の
兵
卒
へ
の
規
律
を
み
る
と、

タ
テ
の
序
列
よ
り
も
む
し
ろ、

同
役
の
兵
士
間
に
お
け
る
朋
友
関
係

が
重
視
さ
れ
て
い
る。

詳
し
く
は
拙
稿
「
山
鹿
素
行
『
武
教
全
書』

と
そ
の
展
開」
（『
北
京
日
本
学
研
究』
二
六）

参
照。

(
26)

佐
伯
前
掲
論
文
四
二
九
頁。

一
七




